
新型コロナ後遺症（罹患後症状）の外来診療に関するお願い 

 

 

 早春の候、先生方には、益々御健勝のこととお喜び申し上げます。 

 また、日ごろから、本県の地域医療の推進、新型コロナウイルス感染症

対策につきまして、格別の御理解・御尽力を賜り、厚く御礼を申し上げま

す。 

 さて、本県におけるいわゆる第６波とされる新型コロナウイルスの感

染拡大は、２月５日に過去最大の新規陽性者数７，３５３人を記録して以

降も多くの陽性者が発生し、未だ収束に至っておりません。 

 感染の中心となっているオミクロン株は、重症化しにくいと言われて

いますが、新型コロナの後遺症（罹患後症状）は、新型コロナの症状の有

無や重さに関わらず発症することがわかってきており、多くの患者が後

遺症状に苦しむことも予想されます。 

 本県では、第５波のデルタ株の感染拡大の時期から、埼玉県及び埼玉県

医師会が連携し、地域の医療機関の紹介を受け、７医療機関９診療科にお

いて後遺症外来を実施する体制を構築してまいりました。しかし、第６波

後に多くの方に後遺症状が発症した場合、この７医療機関で全ての患者

に対応することは困難であり、地域の医療機関の先生方の御協力により

診療を実施する必要があります。 

 先生方には、７医療機関の症例から知見を得た、診療の指針となる症例

集を是非御活用いただき、新型コロナ後遺症患者の診療を行っていただ

ければと思います。そして、後遺症状に悩む患者が速やかに医療にかかる

ことのできるよう、医療機関の公表に御協力いただきたいと存じます。 

 詳細を記載した文書及び症例集のダイジェスト版等を同封いたします

ので、ご覧いただき、後遺症外来の実施に御協力いただけますよう、心よ

りお願い申し上げます。 
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新型コロナウイルス感染症の後遺症（罹患後症状）外来を実施する 

医療機関の募集及び公表について（依頼） 

 

日頃、本県の新型コロナウイルス感染症対策に格別の御理解と御協力を賜り、

厚くお礼申し上げます。  

さて、新型コロナウイルス感染症の後遺症（以下「後遺症」と言います。）

につきましては、令和３年１０月１日より、地域の医療機関の先生方の紹介を

受け、埼玉県医師会の認定した７医療機関において診療を行い、症例を集めて

まいりましたが、この度、集まった症例を埼玉県及び埼玉県医師会でとりまと

め、診療の指針となる症例集を作成いたしました。 

今後は、後遺症の症状に苦しむ方々が速やかに必要な医療を受けられるよう、

当該症例集を参考にして、多くの医療機関に後遺症の診療をしていただきたい

と考えております。 

つきましては、下記のとおり後遺症の診療を行い、埼玉県のホームページへ

の公表に同意していただける医療機関を募集いたしますので、前向きに御検討

くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 新型コロナ後遺症（罹患後症状）診療の指針のための症例集について 

 現在、症例集の暫定稿が完成しており、当通知にはダイジェスト版を同封

しております。 

 全体版については、県ホームページに掲載しており、各診療科の典型的な

症例等も掲載しておりますので、是非ご覧ください。 

 

掲載先 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/kouisyou.html                     

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/kouisyou.html


 

２ 後遺症外来を実施する医療機関の申出 

（１）申出方法 

後遺症外来を実施し、公表に同意いただける場合は、埼玉県電子申請シス

テムにおいて申出いただき、公表内容をご登録いただきますようお願いい

たします。 

電子申請システムの利用方法は、同封の別紙【電子申請システムの回答マ

ニュアル】をご覧ください。 

（２）申出期間 

第１次の募集期間は、３月２１日（月）までとさせていただきますが、以

降も、随時募集は継続していきます。 

 

３ 医療機関名の公表と診療の実施 

 公表は令和４年４月１日から県のホームページにて開始する予定です。 

 また、埼玉県医師会会員医療機関については、埼玉県医師会のホームペー

ジにも公表いたします。 

 つきましては、お申し出いただいた医療機関には、可能な限り４月１日の

公表までに後遺症患者の診療を始めていただきたいと考えております。 

 諸事情により、４月１日より診療開始が遅れる場合は、電子申請の備考欄

に御記入ください。 

 

４ 埼玉県新型コロナ後遺症(罹患後症状)症例集講演会について 

 令和４年３月２５日（金）に症例集の内容について、実際に診療にあたっ

た医療機関の先生から、症例の内容について詳しく説明する講演会を、埼玉

県及び埼玉県医師会、(株)ツムラの共催で開催いたします。 

 御案内のチラシを同封しておりますので、是非ご参加ください。 

 

 

 

 

 

              担 当 新型コロナウイルスワクチンチーム   

              電 話 ０４８－８３０－７５０６ 

              メール a7500-02@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a7500-02@pref.saitama.lg.jp


埼玉県 新型コロナウイルスワクチンチーム
TEL 048-830-7506 FAX 048-830-4808

電子申請システムの操作に関するお問い合わせ先（平日9時〜17時）
TEL 0120-464-119（固定電話） 0570-041-001（携帯電話）



埼玉県 新型コロナウイルスワクチンチーム
TEL 048-830-7506 FAX 048-830-4808

電子申請システムの操作に関するお問い合わせ先（コールセンター 平日9時〜17時）
TEL 0120-464-119（固定電話） 0570-041-001（携帯電話）



ハイブリッド開催

埼玉県新型コロナ後遺症(罹患後症状)症例集 講演会
-東洋医学的アプロ―チも含めて-

備
考
欄

共催： 埼玉県 埼玉県医師会 株式会社ツムラ

日 時：2022年 3月25日（金）19:00－21:00

会 場：TKPガーデンシティPREMIUM大宮 大ホール
さいたま市大宮区桜木町4-333-13 OLSﾋﾞﾙ２F

開 催：ハイブリッド形式【会場予約先着100名＋WEB1,000名限定】

GG900459

総合司会： 埼玉県医師会 理事 井上 達夫 先生

第Ⅰ部：19:00-19:20 座長 埼玉県医師会 常任理事 丸木 雄一 先生

❏埼玉県 新型コロナ後遺症(罹患後症状)症例集に関して
埼玉県保健医療部 秋田 大輔 企画幹

第Ⅱ部：19:20-20:20 座長 公平病院 院長 公平 誠 先生

❏症例集作成に関して各領域からの報告
■呼吸器科分野 さいたま赤十字病院 松島 秀和 先生
■耳鼻咽喉科分野 川越耳科学クリニック 坂田 英明 先生
■皮膚科分野 獨協医科大学埼玉医療センター 片桐 一元 先生
■精神科分野 埼玉精神神経センター 山下 博栄 先生

第Ⅲ部：20:20-20:50 座長 埼玉県医師会 常任理事 丸木 雄一 先生

❏神経領域における漢方・鍼治療の有用性
埼玉精神神経センター 脳神経内科 土佐 素史 先生

鍼灸師 井瀬美由季先生

閉会の辞： 埼玉県医師会 会長 金井 忠男 先生

【お問い合わせ先】
事務局 TEL 048-647-5233(留守番電話対応の場合がございます)

担当： 森永 080-6744-9084 / 久保田 080-6744-9064
【個人情報取扱いについて】

ご記入いただきました個人情報は、本イベ運営、弊社医薬品等の情報提供活動のために利用させていただきます。不都合がある場合には、ご遠慮なくお申し
出ください。尚、個人情報につきましては、安全管理のために必要な措置を講じ、適切に保管・管理を行います。



【講演会お申込み方法】

①二次元コードからのお申込みは
右の二次元コードまたは下記のURLより
必要事項のご入力をお願い致します。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ICDcQipVSwCC7r6sboW_SA

②「ウェビナー登録が完了しました」と表示されましたら完了です。
視聴用URLが送信されますのでご確認ください。
※アドレスの誤入力がありますと視聴用URLは届きません。

※埼玉県医師会ホームページからもお申し込みできます。

【視聴登録締め切り日】

３月１８日（金）までに事前申込をお願い申し上げます。
会場・WEB視聴共に定員になり次第、登録を終了させて頂きます。

【視聴用URLのリマインドメール】
登録終了後・1週間前・前日・当日1時間前に送信致します。

二
次
元
コ
ー
ド

※駐車場のご用意はございません

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ICDcQipVSwCC7r6sboW_SA

